
（別紙３） 

これまでのフォローアップと更なる検討が必要な事項 

 

フォローアップ事項 これまでのフォローアップ 更なる検討が必要な事項 

 

労働者派遣事業制度 

 

 ■：労働者派遣に関わる基本的な問題 

○：フォローアップに関わる問題 

①派遣対象業務 ○  物の製造業務への労働者派遣の解禁に伴い、労働者派遣の利用が一定程度

進んでいる状況にある。 

 

○  部会の委員からは、物の製造業務への労働者派遣については、平成１９年

３月より、派遣期間が１年から３年に延長されることに伴う変化について、

今後様子を見ていく必要があるという意見があった。また、ものづくりの技

能継承の観点から製造業への労働者派遣には問題点もあるという意見があ

った。 

 

○  部会の委員からは、派遣対象業務については、原則自由化すべきという意

見があった一方、建設業務、港湾運送業務、警備業務について歴史的な経緯

等もあることや、建設業務、港湾運送業務については特別な労働力需給制度

がそれぞれあることから、解禁すべきでないとする意見があった。 

 

○  実態調査においては、医療関係業務における労働者派遣については、行っ

ている若しくは行う予定としている派遣元事業所が約１割にとどまってお

り、制度としての考え方は現状維持が最も多かった。 

 ヒアリングにおいては、事業主団体からは、医療関係業務における労働者

派遣について、紹介予定派遣に限らず解禁すべきとの意見があった。（平成

１８年４月１日より、育児休業等の場合等における医療関係業務への労働者

■  派遣対象業務の制限について、ど

う考えるか。 

 

○  「偽装請負」の指導監督の強化に

ついて、どう考えるか。 
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フォローアップ事項 これまでのフォローアップ 更なる検討が必要な事項 

派遣を可能としたところ。） 

 

○  部会の委員からは、偽装請負や違法派遣の指導監督の強化を考える場合に

は、有効的な方法を考える必要があるとの意見があった。 

 

②派遣期間 ○  実態調査においては、期間制限経過時の状況として、一般労働者派遣事業

所では約３割、特定労働者派遣事業所では約７割が、派遣のまま継続したと

いう状況であった。 

 

○  ヒアリングにおいては、派遣期間について、事業主団体から、期間制限の

撤廃もしくはさらなる延長をすべきという意見があった。 

 実態調査においては、派遣労働者から、期間制限についてはそのままでよ

いという意見もあった。 

 

○  ヒアリングにおいては、事業主団体からは、物の製造業務への労働者派遣

の派遣受入期間について、１年では短く、撤廃もしくは延長してほしいとい

う意見や、派遣元事業主、派遣先からは１年では使いづらい旨の意見があっ

た。 

 

○  部会の委員からは、２６業務以外の業務について、期間制限を撤廃すべき

という意見があった一方、臨時的・一時的な労働力の需給調整の制度として

いることから期間制限を維持すべきという意見があった。 

 

■  期間制限の撤廃、延長又は維持に

ついて、どう考えるか。 

 

○  期間制限経過時の状況として、派

遣のまま継続した事業所が多数存在

したことについて、どう考えるか。 
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フォローアップ事項 これまでのフォローアップ 更なる検討が必要な事項 

③派遣労働者への雇入

申込義務 

○  実態調査においては、派遣受入期間制限の有無に関わらず、派遣先の大半

が雇用契約の申込義務が発生する状況にはなっていなかった。 

 ヒアリングにおいては、事業主団体から、派遣先では直接雇用の申込義務

を回避するため、同一の派遣労働者の就業は３年を超えないように運用する

ところも増えてきているとの意見があった。 

 部会の委員からは、２６業務以外については３年の派遣受入期間制限があ

り、２６業務については同一の労働者の派遣が３年を超えた場合には雇入申

込義務が発生する可能性があるため、どちらにしても雇入申込義務が発生し

ないように、全体として３年を超えないような運用がされており、雇用の安

定にならない結果に一部なっているとの意見があった。また、派遣受入期間

制限の有無に関わらず、直接雇用しないように細切れ契約になってきている

との意見もあった。 

 

○  雇用契約の申込義務について、実態調査においては、派遣元、派遣先では、

廃止や努力義務程度に緩和すべきとの意見が多い一方、派遣労働者では、そ

のままでよいや強化すべきとの意見が多かった。ただし、派遣受入期間制限

がない業務については、常用雇用者は適用除外にすべきとの意見が一定程度

見られた。 

 また、ヒアリングにおいては、事業主団体からは、２６業務における雇用

契約の申込義務を廃止すべき、特に２６業務の常用型の派遣労働者への雇用

契約の申込義務を廃止すべきとの意見があり、派遣元事業主からは、２６業

務における雇用契約の申込義務が一番使い勝手が悪いとの意見があった一

方、派遣労働者からは、派遣期間制限がある業務について、派遣期間を超え

○  雇用契約の申込義務について、ど

う考えるか。 

 その際、 

・ 全体として、３年を超えないよ

うな運用をして、雇用の安定に

ならない結果になっていること 

・ 派遣元に常用雇用されている労

働者とそうでない者との区別 

について、どう考えるか。 

 

○  一定の期間を超えれば、派遣先で

の期間の定めのない雇用とみなすこ

とについて、どう考えるか。 
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フォローアップ事項 これまでのフォローアップ 更なる検討が必要な事項 

て派遣労働者を使用している場合には、直接雇用してほしいとの意見があっ

た。 

 

○  部会の委員からは、業務の内容や派遣労働者の能力差にかかわらず、雇入

申込義務を派遣先にかけることは、派遣先にとって負担が大きいとの意見が

あった一方、一定期間以上派遣労働者を受け入れた場合には雇用しているも

のとみなすといった規定を導入すべきとの意見があった。さらに、それに対

しては、派遣労働者を使用することを阻害することにもなりかねず反対であ

るとの意見があった。 

 

○  部会の委員からは、専門的知識等を必要とする２６業務等以外の期間制限

がある業務について、期間制限を超えて派遣労働者を使用しようとする場合

の雇入申込義務（第４０条の４）と専門的知識等を必要とする２６業務等の

期間制限がない業務について、同一の派遣労働者を同一の業務において３年

以上使用した場合に、同一の業務に労働者を雇い入れようとするときの雇入

申込義務（第４０条の５）の違いを理解している人は少ないのではないかと

いう意見があった。 
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フォローアップ事項 これまでのフォローアップ 更なる検討が必要な事項 

④紹介予定派遣 ○  紹介予定派遣により、平成１６年度で約１万人、平成１７年度で約2万人

が直接雇用に結びついたという実績から見て、紹介予定派遣の制度の活用が

図られている。 

 

○  また、実態調査においては、紹介予定派遣における事前面接について、派

遣元事業者、派遣先、派遣労働者いずれも、必要とする意見が大半であり、

実際に履歴書送付、事前面接、事前訪問も約６～８割の派遣先で行われてい

るという状況であった。ただし、年齢制限や性別指定についても多く行われ

ているという状況であった。 

○  紹介予定派遣の派遣可能期間６ヶ月について、実態調査においては、派遣

元事業者、派遣先、派遣労働者いずれも、現状維持がもっとも多いが、長く

すべき、あるいは短くすべきという意見も一定程度見られた。また、ヒアリ

ングにおいては、事業主団体、事業主からは、新卒の紹介予定派遣について

は、６ヶ月では短いという意見があった。 

 

○  部会の委員からは、紹介予定派遣での直接雇用における雇用形態が必ずし

も正社員ではないことについて、期間の定めのない雇用とすべきとの意見が

あった一方、期間の定めのない雇用とすることを義務化することは、派遣先

にとっては選択肢の幅を狭めることとなり望ましくないとの意見があった。

 

○ 部会の委員からは、派遣労働者が派遣元事業主を選択する際の情報として、

紹介予定派遣を通じた派遣先での直接雇用の達成率などの情報開示をする

ことも有効ではないかとの意見があった。 

○  紹介予定派遣により、派遣先での

直接雇用を促進するための方策につ

いて、どう考えるか。 

 

○  紹介予定派遣における事前面接に

ついて、派遣先による年齢制限や性

別指定が多く行われている現状につ

いて、どう考えるか。 

 

○  紹介予定派遣の派遣可能期間につ

いて、どう考えるか。 

 

○  紹介予定派遣での直接雇用におけ

る雇用形態について、どう考えるか。 
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フォローアップ事項 これまでのフォローアップ 更なる検討が必要な事項 

⑤事前面接等の派遣労

働者の特定を目的とす

る行為 

○  実態調査においては、事前面接は約２～５割で実施されており、年齢制限

や性別指定も同率で実施されているという状況であった。 

 

○  事前面接について、ヒアリングにおいては、事業主団体から、雇用のミス

マッチの防止という観点から、労働者保護のための一定のルールの下、解禁

すべきとの意見があった。実態調査においては、派遣元、派遣先、派遣労働

者いずれも、事前面接の是非について、認められてよいとする意見が約８～

９割であった。その理由は、派遣労働者が派遣先の業務内容を知ることがで

きる旨が最も多く、派遣労働者の能力や人物を選考できるためも多く見られ

た。 

 

○  事前面接が実際は一定程度実施されているという認識の下で、部会の委員

からは、派遣労働者から言えば派遣先の雰囲気等について現場を見ておきた

いというのは人情であり、よい事前面接と悪い事前面接との違いを切り分け

る仕組みは何かないかという意見があった一方、事前面接は人を特定するた

め、派遣先に採用に係る決定権を与えることとなり問題だとの意見、事前面

接を認めるとそもそも派遣とは何かという話になるとの意見、仕事内容の説

明は使用者である派遣元がやらざるを得ないのではないかとの意見があっ

た。 

 

○  部会の委員からは、事前面接等について、それが事前面接、事前打ち合わ

せ等どのような形態で行われているのか、派遣労働者の希望によるのか派遣

元による業務命令なのか等について、不明な部分があるとの意見があった。

○  事前面接について、実態としては

一定程度実施されているということ

について、どう考えるか。また、派

遣先による年齢制限や性別指定につ

いても、一定程度行われているとい

う実態について、どう考えるか。 

 

○  事前面接について、雇用のミスマ

ッチの防止という観点から、労働者

保護のための一定のルールの下、解

禁すべきという意見や、事前面接を

認めるとそもそも派遣とは何かとい

うことになるとの意見について、ど

う考えるか。 

 

○  事前面接が実態としてどのように

行われているのか、事前面接と派遣

元との業務命令との関係（事前面接

の結果、派遣契約が成立しないとい

う問題を含む）等について、整理を

して議論する必要がある。 
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フォローアップ事項 これまでのフォローアップ 更なる検討が必要な事項 

また、例えば事前面接で１日拘束されて行ったのに、派遣契約が成立しない、

その理由の説明がない、交通費等がもらえないという課題について、何か解

決する手段が必要との意見があった。 

 

⑥派遣元事業主・派遣

先が講ずべき措置 

○  実態調査においては、福利厚生等についての均衡配慮措置、派遣元による

教育訓練の機会の確保、派遣先による派遣元が行う教育訓練、能力開発への

協力について、大半が行っているとの状況であった。部会の委員からは、具

体的に教育訓練がどのように行われているのかという点が重要であるとの

意見があった。 

 

○  部会の委員からは、均衡処遇については単純に考えることはできないが、

例えば労災の上乗せ補償に関しては、特に長く働いている派遣労働者に労災

の上乗せ保障がなく派遣先の正社員と格差があるのは問題があるとの意見

があった。 

 

○  部会の委員からは、派遣労働者の持つスキルのレベルを示す指標や、派遣

労働者が良好な派遣元事業主を選択する際の情報として、派遣労働者に対す

る教育訓練等にどれくらい費用をかけているか示す指標のようなものはな

いだろうかとの意見があった。 

 

○  部会の委員からは、派遣労働者のスキルアップについて、業者のみならず

業界団体の努力も必要との意見があった。 

 

○  教育訓練の実施、労働・社会保険

の加入について、その促進について

どう考えるか。 

 

○  物の製造業務における労災の上乗

せ補償を含め、派遣労働者が派遣先

で就業していることに着目した福利

厚生等の均衡配慮について、どう考

えるか。 

 

○  派遣先における派遣労働者の社員

登用制度について、どう考えるか。 
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フォローアップ事項 これまでのフォローアップ 更なる検討が必要な事項 

○  労働・社会保険について、実態調査においては、事業所、労働者ともにほ

とんどが加入しているという結果であったが、部会の委員からは、許可申請

時に未加入事業所が、その後も加入していないということが現実に起きてお

り、派遣元事業主が罰則規定がなければ進まないと言っているとの意見があ

った。 

 

○  部会の委員からは、労働・社会保険については、業界団体の努力もあり適

切な加入が進んでいるが、更に努力が必要との意見があった。 

 

○  実態調査において、派遣先の約７割が、派遣労働者を社員に登用する制度

がないという状況であった。 

 

○  部会の委員からは、派遣元、派遣先、業界団体などが好事例を出しながら、

派遣先で直接雇用することの普及をすることが必要であるとの意見があっ

た。 
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フォローアップ事項 これまでのフォローアップ 更なる検討が必要な事項 

⑦派遣労働者からの苦

情等 

○  実態調査においては、派遣契約の中途解除については、派遣元事業所の約

２割で見られた。また、派遣労働者の苦情について、人間関係、業務内容、

賃金が主な内容として多いという状況だった。 

 さらに、派遣労働者の派遣元に対する要望としては、勤続年数や実力、能

力に応じた給与にしてほしいが多かった。 

 

○  実態調査においては、派遣労働者の政府に対する要望として、悪質な派遣

元、派遣先に対する取締まりの強化が多かった。 

 

○  部会の委員からは、労働者派遣事業適正運営協力員について更なる周知・

活用を図るべきとの意見や、認識度合が低いことは否めないが、一定の機能

は果たしているとの意見があった。 

 

○  派遣契約の中途解除、賃金等に係

る労働者からの苦情や要望への対応

について、どう考えるか。 

 

○  派遣元、派遣先に対する指導監督

の在り方について、どう考えるか。 

⑧許可・届出手続きの

簡素化 

○  許可手続きについて、ヒアリングにおいては、事業所単位から事業主単位

にしたことについては、事業主等から事務簡素化になったという肯定的な評

価が得られた。 

 

 

 

 

 

 

 

― 
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フォローアップ事項 これまでのフォローアップ 更なる検討が必要な事項 

⑨その他の労働者派遣

に関わる基本的な事項 

○  部会の委員からは、労働者派遣法自体が複雑であり、出来る限りシンプル

にしていくという方向性がコンプライアンスの観点からも必要なのではな

いか、実態との乖離がかなりあるのではないかという意味でも複雑だとの意

見があった。 

 

○  部会の委員からは、派遣という働き方がよい働き方なのか悪い働き方なの

か、派遣は非典型労働と言われるが、登録型と常用型のモデルや２６業務と

それ以外の業務のモデルはかなり違うとの意見や、良好な雇用機会なのか、

就業形態の多様化の中でどう評価するのか議論が必要との意見があった。 

 

○  部会の委員からは、紹介予定派遣のような派遣先における直接雇用となる

機能について、労働者派遣制度の中でどのように位置付けるのかという意見

があった。 

 

 

■  派遣という働き方について、どう

考えるか。 

 その際、 

・ 派遣は原則不安定な働き方なの

か、不安定な部分もある働き方なの

かということ 

・ 良好な雇用機会、就業形態の多

様化という観点からの派遣という

働き方 

・ 登録型・常用型、２６業務・そ

れ以外の業務のモデルの違い 

・ 紹介予定派遣のような派遣先に

おける直接雇用につなげる機能 

について、どう考えるか。 
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